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『高崎市屋外広告物条例の手引き』補足説明資料 

 

案内誘導広告物の表示面積割合について 

　　 

 

 

道路・交差点からの距離について（非自家用）　 

 

 

　 　　　　　　　  

 

広告板・広告塔（自家用）の１面の面積について　 

 

 

 

 

 

 

 

 

官民境界線

広告　B ㎡

広告　A ㎡

・第 1 種許可地域 

A ㎡＋B ㎡≦15 ㎡ 

*共同表示は１面 

２０㎡以下  

 

・第 2 種許可地域 

A ㎡＋B ㎡≦30 ㎡ 

*共同表示の場合は１面 

４０㎡以下 

施設や場所への誘導を目的としているため 
名称・方向・距離の表示が、表示面積の 
概ね３分の２以上を占めること

〔案内誘導の表示内容として取り扱うもの〕 
・名称…施設や場所の名称、商標、会社のロゴ 
・方向…矢印、方向指示（直進、右折、左折、○○交差点左折など） 
・距離…距離表示（ここから○㎞、○○ｍ先など） 
 

〔案内誘導の表示内容として取り扱わないもの（広告部分）〕 
・住所、電話番号、診療科目、営業内容、営業日、定休日、営業時間 
など、宣伝的な文面 

・写真、イラスト、QR コードなど 
※写真・イラストを使用する場合は、名称・方向・距離の表示には 

被らないこと
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道路や交差点からの距離の起点は、官民境界線とする

広告板・広告塔の 1面面積とは、同面のすべて面積を足し上げたものとする
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お願い 

屋外広告物許可済シール(許可等の証票)について 

○高崎市屋外広告物条例では、広告物等の許可を受けた方に、対象となる広告物への許可

済シールの貼り付けを義務付けています。 

○許可済シールを貼り付けていないと、違反広告物との誤解を受ける場合があるため、許

可を受けたら必ず許可済シールを見やすい箇所に貼り付けてください。 

・許可済シールは、1つの広告物に対して 1枚お渡しします。 

・許可済シールは、対象となる広告物すべてに貼り付けてください。 

・貼り付けが困難な場合は、公道から見やすい場所(例：店舗入り口など等)に貼り付けてください。 

※許可済シールを貼り付ける際など定期的に屋外広告物の安全点検を実施し、常に良好な状態を保持する 

ようお願いします。 

 

屋外広告物の安全確保について 

適正に設置された屋外広告物も、時間の経過とともに老朽化が進み、倒壊や落下など危険性が

増してきます。 

安全管理が行われず、危険な状態のまま放置されていた広告物が落下し、歩行者が大きな怪我

を負うといった痛ましい事故も発生しています。 

このような事故の発生を防止するため、屋外広告物の安全確保について、ご理解ご協力をお願

いします。 

 

 

 

 

屋外広告業登録申請等の手続きにおける添付書面の省略について 

行政機関間の情報連携やマイナンバーカードの活用により、「登記事項証明書」や「住民

票の写し」の添付を省略する見直しを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外広告物に係る防火安全対策について 

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設け

るもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなけれ

ばなりません。（建築基準法 第 64 条　看板等の防火措置） 

　対象となる屋外広告物の設置事業者の方は、建築基準法への適合及びその確認をお願いします。

高崎市では、屋外広告物の許可申請にあたり、新規設置を除いた屋外広告物に 

ついては、安全点検の実施及び安全点検報告書の添付をお願いしております。 

皆様のご理解、ご協力を重ねてお願いいたします。

〔対象手続き〕 

・屋外広告業登録の申請等（高崎市屋外広告物条例施行規則第 30 条） 

・変更又は廃業等の届出（高崎市屋外広告物条例施行規則第 32 条） 

〔開始日〕 

　令和８年４月１日（水） 

〔注意事項〕　 

　・「個人」が申請若しくは届出を行う場合、マイナンバーカード（表面）の 

コピーを添付してください


